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  ［Abstract］
A hypothetical model of the relationship between the purpose 
and functions of supervision

This�study�aimed�to�create�a�hypothetical�model�of�supervision�to�formu-
late� a� more� substantial� understanding.� Moreover,� the� relationship� be-
tween�the�purposes�and�functions�of�supervision�was�discussed.�Conse-
quently,� it� was� found� that� administrative� function� relates� to� providing�
high-quality�support�for�clients,�educational�function�relates�to�the�train-
ing�and�development�of�supervisees,�and�the�training�and�development�of�
supervisees�relates�to�providing�high-quality�support�for�clients.�Addition-
ally,�it�was�demonstrated�that�the�training�and�development�of�supervis-
ees�leads�to�providing�high-quality�support�for�clients�and�that�supportive�
functions�relate�to�building�foundations�for�the�supervisee�to�work�contin-
uously�and�adequately.�Furthermore,� the�relationships�between�the�ad-
ministrative�and�educational�functions,�educational�and�supportive�func-
tions,� and� administrative� and� supportive� functions� were� examined.�
Consequently,�it�was�confirmed�that�efforts�to�fulfill�these�functions�over-
lap�in�various�aspects.�Based�on�the�study�results,�a�hypothetical�model�of�
the�relationship�between�the�purposes�and�functions�of�supervision�was�
created.

1．研究の背景と目的

　ソーシャルワーク・スーパービジョン（以
下，スーパービジョン）は，ソーシャルワ
ークの実践及び理論とともに発展してきた
（北島2018）。その端緒として，アメリカで
のCOS（Charity�Organization�Society）運動
での取り組みが挙げられる。1880年～1900年
代において COS 機関ではすでに組織内外の
2層のスーパービジョン体制が整備されてい
た（福山2018）。またメアリー・リッチモン
ドは，『社会診断』において，スーパーバイ

ザーがケースレコードを通してケースワーカ
ーの仕事を比較検討する場合の5つの要点や
スーパービジョンにおける検討・質問の要点
を述べている（松本1981）。それ以降，ロビ
ンソン（＝Robinson�1936）に始まり，カデ
ューシン（＝Kadusin�1976）やマンソン（＝
Munson�1979）などスーパービジョンを代表
する研究者による著書を筆頭に，スーパービ
ジョンに関する多くの研究が蓄積されてき
た。北島（2018）はその経過について便宜的
に①ソーシャルワーク・スーパービジョンの
起源（1930～1970年），②ソーシャルワーク・
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スーパービジョンの確立（1971～2000年），
③ソーシャルワーク・スーパービジョンの新
たな展開（2000年以降）の3区分に整理して
いる。実際，1999年以降にはスーパービジョ
ンに関する非常に多くの論文が発表されてお
り，スーパービジョンの実践や研究のさらな
る発展がうかがわれる（野崎2015）。
　一方，日本では戦後にソーシャルワークが
本格的に導入された際にスーパービジョンも
導入され，位置づけられることとなった。具
体的には1951年に制定された社会福祉事業法
（現・社会福祉法）によって，福祉事務所
に現業を行う所員（現業員：ケースワーカ
ー）と，指導監督する職員（査察指導員：
スーパーバイザー）が配置されることで具
現化された（船水2015）。研究としては1970
年にデッソー（1970）による『ケースワーク�
スーパービジョン（上野久子訳）』が，1976
年にはペティース（＝Pettes�1976）による
“Supervision�in�Social�Work（＝社会福祉の
スーパービジョン：松本武子，木村嘉男訳）”
が刊行されるなど，1970年代以降徐々にスー
パービジョンに関する著書や論文が発表され
るようになる。
　福山（1993）は 『わが国におけるスーパー
ビジョンの実際と課題』（福山1985）にてス
ーパービジョンを論じてから，各地でスーパ
ービジョンが福祉の職能団体，機関，施設に
導入されてきた経過を踏まえて，1993年まで
の10年間を福祉現場へのスーパービジョン導
入期に相当すると述べている。他方で，上記
の福祉事務所に査察指導員（スーパーバイザ
ー）が位置づけられた1950年から1960代を日
本におけるスーパービジョンの導入期とし，
複数の研究が発表されてきた1970年代を展開
期，そして多くの研修プログラムが実施さ
れるようになった1980年代を確立期，1990
年代以降を発展期とする見方もある（石川
2000）。異なる視点から捉えることによって
スーパービジョンの実践と研究に関する評価

が変わることがうかがわれるものの，いずれ
にしても1990年代に入ってからはスーパービ
ジョンに関する多くの実践や研究が見られる
ようになったという点は一致している。
　例えば，教育においても，社会福祉士及び
介護福祉法の成立後に出版された『社会福
祉施設〔現場実習〕指導マニュアル』（日本
社会事業学校連盟，全国社会福祉協議会編
1989）でスーパーバイザーに関する記述があ
り，さらに1996年に発行された改訂版では実
習におけるスーパービジョンが明確に位置づ
けられている（高山2015）。社会福祉教育に
おけるスーパービジョンについては1981年に
池田（1981）がアメリカにおける実習教育を
基に論じているが，明確に社会福祉士という
国家資格の養成課程に位置づけられるまでに
15年を要している。デッソー（1970）が実習
生に対するスーパービジョンについて論じた
ことを考えれば，そこまで25年がかかったと
もいえよう。ここからも，日本におけるスー
パービジョンの歩みについてはその見方によ
って複数の評価が可能であることがわかる。
　近年においては，多くの実践現場にスーパ
ービジョンが明確に位置付けられるなど，さ
らなる広がりがみられる。例えば2011年から
始まった認定社会福祉士制度において，認定
社会福祉士になるためには，スーパーバイジ
ーとして，登録しているスーパーバイザーに
よるスーパービジョンを受けることが必須要
件に定められている（認定社会福祉士認定・
認証機構 HP）。またスクールソーシャルワ
ーカーにおいても，スクールソーシャルワー
カー活用事業実施要項（文部科学省2020）に
「スーパーバイザーを教育委員会・学校等に
配置し，スクールソーシャルワーカーに対し，
適切な指導・援助を実施する」ことが明記さ
れた。2017年に定められた社会的養護処遇改
善加算においても，加算要件にスーパービジ
ョン（要綱ではスーパーバイズ）に関する研
修受講が定められた。他にも介護支援専門員
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では2006年に創設された上級職である主任介
護支援専門員によるスーパービジョンの実施
が位置づけられている。これを追従するよう
に，相談支援専門員においても2018年に創設
された主任相談支援専門員の役割には人材育
成が挙げられ，その方法としてスーパービジ
ョンが位置づけられた。
　研究としても『ソーシャルワーク・スーパ
ービジョン論』（日本社会福祉教育学校連盟
2015）や『スーパービジョンインソーシャ
ルワーク第5版』（Kadushin�et�al.�2014＝福
山監修2016）など，これまでのスーパービ
ジョン研究の集大成ともいえるものから，
2010年代以降注目を集めているワナコット
（Wannacott�2016＝野村ら訳2020）による『ス
ーパービジョントレーニング』が出版される
など，新たなる展開を迎えている。
　以上のように日本におけるスーパービジョ
ンの歩みを整理すると，実践，研究ともに十
分な発展と普及が見られる。他方で，スーパ
ービジョンはまだ十分に現場に根付いていな
いという主張も散見される。例えば小松尾
（2015）は社会福祉士の実習指導者を対象と
したアンケートを実施した結果，これまでス
ーパービジョンを受けた経験の有無について
「ない」と回答した者が全体の82.8％であっ
たことを報告している。これに関連して塩田
（2013）は，文献研究により日本の福祉現場
にスーパービジョンが十分根付いていない理
由について，①同職種間スーパービジョンが
困難であり，かつ，経験値でスーパーバイザ
ー役割が決まる，②管理的立場からのスーパ
ービジョンの不理解のために，スーパービジ
ョンの形骸化がおこる，③日本人はスーパー
ビジョン関係といった契約関係よりも，感覚
的な人間関係に重きを置く，といった3つの
理由を指摘した。筆者もスーパービジョンを
テーマとした研修等を実施した際に，多くの
ソーシャルワーカーや相談援助に関する専門
職からスーパービジョンを十分に実施できて

いないことや，スーパービジョンを実施しつ
つもその内容に自信を持てず，悩みを抱えて
いることについて相談を受けることが少なく
ない。具体的には「どのようにして支持的機
能を発揮すればよいのか分からない」や「教
育的スーパービジョンとして気づきの促しを
目指しつつも，具体的なアドバイスになって
しまいスーパービジョンができていない」等，
スーパービジョンの機能を発揮する方法につ
いての悩みが多いように見受けられる。
　そこで本研究では，スーパービジョンの根
幹であるその目的と機能に焦点を当て，改め
てそれらの内容や関係性について整理を行
う。またその結果を踏まえて，より実質的な
スーパービジョンの理解を形成するための仮
説モデルを提示することを目的とする。

２．スーパービジョンの目的と機能

（1）スーパービジョンの定義と目的
　スーパービジョンは研究者によって様々な
定義づけがなされており，日本においてもそ
れらの定義を丁寧に整理した研究が散見され
る（例えば野村2015，小原2018aなど）。本論
ではスーパービジョンの定義に関する包括的
な整理を行うのではなく，研究目的を踏まえ
てスーパービジョンを実施する際に混乱を招
く原因となっている要素を抽出することをね
らいに定義を整理していく。国内外における
主要なスーパービジョンの定義を示したもの
が表1である。
　ここでは欧米における3つの研究と，国内
における3つに研究による定義をそれぞれ取
り上げた。2000年以前にも多くの研究者がス
ーパービジョンの定義を示している。ただし，
アメリカのスーパービジョンの歴史では，ス
ーパービジョンの役割が教育に始まり，管理
的役割を重視し，支持的機能を加えるという
時代の変化に応じた変遷があったため（対馬
2000），2000年以降の代表的な研究に限定し
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て取り扱うこととした。これら以外にもスー
パービジョンに関する多くの定義があるが，
NASW�and�ASWB（2013）は多くの定義が
あることを指摘した上で，それらを踏まえつ
つ，「専門的なスーパービジョンとは，能力，
態度，倫理的実践の発展に対する責任と説明
責任が行われるスーパーバイザーとスーパー
バイジーの関係と定義される。スーパーバイ
ザーは，実践の場においてソーシャルワーク
の理論，標準化された知識，技術，能力，お
よび適用可能な倫理的内容を応用するスーパ
ーバイジーに対して指示を与える責任がある
（著者訳）」と述べる。
　これらの定義に共通するスーパービジョン
の目的として，①スーパーバイジーの養成・�
育成，②クライエントへの質の高い支援の提
供，の2点が挙げられよう。また，これらの

目的達成に向けて，基本的に管理的機能，教
育的機能，支持的機能という3つの機能がス
ーパービジョンに位置づけられている点も共
通している注1）。

（2） スーパービジョンの目的と機能の関係
性

　スーパービジョンに上記の2つの目的と3つ
の機能が含まれていることは，これまでの研
究でもたびたび指摘されてきた。それでは，
この2つの目的と3つの機能はどのような関係
性にあるのだろうか。
　カデューシンら（2014＝2016：16）は，ス
ーパービジョンの目標について短期的なもの
と長期的なものの両方があり，効果的で効率
的かつ最適なソーシャルワークサービスをク
ライエントに提供することを最終的に目指し

表1　国内外におけるスーパービジョンの主要な定義
先行研究 スーパービジョンの定義

カデューシンら
（2014＝福山ら2016）

スーパーバイザーが，良好な人間関係のコンテキストにおいてスーパ
ーバイジーと関わり，管理的，教育的，そして支持的機能を果たすこ
とである。スーパーバイザーの究極の目標は，機関の方針と手順に従
って，クライエントに対し量および質ともに可能な限り最善のサービ
スを提供することである。

ワナコット
（2016＝野村ら2020）
モリソン（2001）

スーパービジョンとは，特定の組織的，職業的，個人的な目標を達成
するために，サービス利用者にとって最良の結果を促進するために，
組織が他のワーカーと協力する職務を一人のワーカーに付与するプロ
セスである。スーパービジョンの目的と機能は次の通りである。1. 有
能で責任を持ったパフォーマンス，2. 継続的な専門性の開発，3. 個人
的支援，4. 個人と組織を結びつける

マンソン（2002）
スーパービジョンとは，教育，管理，援助の分野でスーパーバイジーの実践
を支援し，指導するために，スーパーバイザーが任命，または指定された相
互作用のプロセスである。

山辺（2015）
スーパービジョンとは，ワーカーの養成と利用者（クライエント）の支援の
向上を目的として，スーパーバイザーがワーカーとのスーパービジョン関係
の中で教育的・管理的・支持的機能を遂行していく過程である。

植田（2007）

ソーシャルワークにおけるスーパービジョンとは，社会福祉施設や機関など
において，スーパーバイザーによってスーパーバイジー（ワーカー）に行わ
れる，専門職を養成する過程である。直接的にはワーカーの成長を目指し，
間接的には，そのことを通してクライエントなど当事者へのより質の高いソ
ーシャルワークの実践を目指す。

福山ら（2005）
ソーシャルワーク・スーパービジョンとは，管理，支持，教育という三機能
を提供することにより実践家の社会化の過程を含む，専門職育成の過程であ
る
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ており，これを長期的な目標としたうえで，
短期的な目標はそのための手段として位置づ
けている。そして教育的スーパービジョン注2）

の短期的な目標として，スーパーバイジーが
職業上の成長を遂げ業務を効果的にこなせる
ように能力を伸ばすこと，そしてスーパーバ
イジーが自主的に活動し，スーパービジョン
から独り立ちできるところまで，臨床現場の
知識やスキルを最大限に引き出すことであ
る，と述べている。この記述からすると，ま
ずは教育的機能によるスーパーバイジーの成
長が短期的な目標としてあり，それを通して
最善のサービスをクライエントに提供すると
いう長期的な目標を達成する関係が見えてく
る。つまり，スーパーバイジーの養成・育成
というスーパービジョンの目的は教育的機能
と強い関係にあるといえよう。では，もう一
つのスーパービジョンの目的であるクライエ
ントへの質の高い支援の提供は各機能どのよ
うな関係にあるのだろうか。
　ワナコット（2016＝2020）は，サービス利
用者にとって最良の結果を促進することを通
して組織的，職業的，個人的な目標を達成す
ることを掲げ，4つの目的と機能を提示して
いる。このうち，1. 有能で責任を持ったパ
フォーマンスという目的を果たすための機能
を管理機能とし，2. 継続的な専門性の開発
という目的を達成するための機能を教育機能
と位置付けている。教育的機能はカデューシ
ンら（2014＝2016）と同じくスーパーバイジ
ーの養成・育成という目的達成に関連してい
ることが明らかである。他方で，管理的機能
に関しては一見するとカデューシンら（2014
＝2016：48）が示す管理的機能やそのため
の職務と異なるように見られる。しかし，カ
デューシンら（2014＝2016：92-97）も「ス
タッフの不適切な行為に対する」という表現
で，スーパーバイザーはスーパーバイジーの
行動・行為に対する“管理者責任”を負って
いることを明言し，そのようなスーパーバイ

ジーによる「不適切な処遇」に対処するため
に管理的スーパービジョンを実施する必要が
あることを示している。つまり，カデューシ
ンら（2014＝2016）による管理的機能はスー
パーバイジーの行為や処遇も管理の対象とし
ており，ワナコット（2016＝2020）の定義と
全く異なるものではない。ただしワナコット
（2016＝2020）は管理的機能の範囲を「不適
切な処遇への対処」というネガティブな行為
の回避ではなく，「有能で責任を持ったパフ
ォーマンス」というポジティブな行為の保障
として設定している。
　そこで，ここでは1. 有能で責任を持った
パフォーマンスという視点から，スーパービ
ジョンの目的である②クライエントへの質の
高い支援の提供が，各機能とどのような関係
性にあるのか検討していく。
　ソーシャルワーク実践では，急を要する支
援や期日が定まった支援場面が存在する。成
長段階にあるスーパーバイジーが支援を担当
している場合，有能で責任を持ったパフォー
マンスを十分に発揮するために必要な専門性
がまだ開発されていない状況も想定されよ
う。このような場合，スーパーバイザーは管
理的機能を発揮し，スーパーバイジーがサー
ビス利用者に対して有能で責任を持ったパフ
ォーマンスを果たせるよう保障することが必
要であると考えられる。このようにしてスー
パーバイザーによるスーパービジョンを受け
ながらスーパーバイジーが実施した支援は，
クライエントに対する最善の支援（質の高い
支援）とどのような関係にあるのだろうか。
両者がイコールの関係であることも考えられ
るし，前者は“組織として提供すべき一定水
準”の保障であり，後者がそれよりも上位の
水準に位置づけられる関係であることも考え
られる。スーパーバイジーがその時点で実施
できる支援を含めて両者の関係性を整理した
ものが図1である。以下，図1を基にスーパー
ビジョンの①スーパーバイジーの養成・育
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成，②クライエントへの質の高い支援の提供
という目的が，スーパービジョンの各機能と
どのような関係にあるのかさらに検討を加え
る。
　まずパターン1は，“最善の支援”と“組織
として提供すべき一定水準の支援”の質が同
水準である場合を示している注3）。このよう
な場合，スーパーバイジーは自身で主体的に
この水準の支援ができるようになるために成
長していくことが目標となり，スーパーバイ
ザーはそのために教育的機能を発揮していく
ことが求められる。またその目標を達成す
るまでの間，スーパーバイザーは具体的な指
示・指導を行い，スーパーバイジーが実施す
る支援について管理することが求められる。
　パターン2は“最善の支援”が，“組織とし
て提供すべき一定水準の支援”の質よりも高
い水準で設定されており，かつ“その時点で
スーパーバイジーが実施できる支援”が“組
織として提供すべき一定水準の支援”よりも
低い水準にある場合を示している。このよう
な場合，スーパーバイジーが“組織として

提供すべき一定水準の支援”をできるように
なることを当面の目標としてスーパービジョ
ンを実施することが考えられる。クライエン
トとの面接といった具体的な支援場面に間に
合う場合には，教育的機能を通してスーパー
バイジーの成長を促進することに重点が置か
れ，間に合わない場合には管理的機能によっ
て“組織として提供すべき一定水準の支援”
をスーパーバイジーが実施できるように保障
することが優先されることになるだろう。
　パターン3も“最善の支援”の質が“組織
として提供すべき一定水準の支援”の質より
も高い水準で設定されているが，パターン2
とは異なり“その時点でスーパーバイジーが
実施できる支援”が“組織として提供すべき
一定水準の支援”よりも高い水準にある場合
を示している。これはパターン2で述べた当
面の目標（スーパーバイジーが“組織として
提供すべき一定水準の支援”をできるように
なる）が達成された後の状況ともいえる。こ
のような状況では，“組織として提供すべき
一定水準の支援”は担保されているため，管

図1　組織の提供する各支援の関係性
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理的機能よりも教育的機能によってスーパー
バイジーの成長を支えることがスーパービジ
ョンの重点目標になると考えられる。
　これらをまとめると，スーパーバイザーは
管理的機能によって“組織として提供すべき
一定水準の支援”の質を保障しつつ，教育的
機能を通してスーパーバイジーの成長を支
え，スーパーバイジーの成長はクライエント
への質の高い支援へとつながるという関係性
が見えてくる。管理的機能はスーパーバイジ
ーが持ちうる能力を発揮できるように環境を
調整することまでを含めた幅の広い機能であ
ることは周知のとおりだが（植田2007など），
この整理を通して見えてくる重要な点は，教
育的機能だけでなく管理的機能も支援の質の
保障に強く関係しているということである。
スーパーバイジーが“組織として提供すべき
一定水準の支援”を実施できるようになるま
では支援の質の保障に対する管理的機能の役
割が大きく，スーパーバイジーが実施できる
支援が一定水準を上回った状態では，管理的
機能よりも支援の質のさらなる向上に向けた
教育的機能の比重が大きくなっていくことが
推察される。
　つまりスーパーバイザーは，スーパーバイ
ジーが担当するクライエントに対するより質
の高い支援に向けて，スーパーバイジーの実
施する支援の質を保障するために管理的に関
わるべきか，スーパーバイジーの自律的な実
践に重きを置いて教育的に関わるべきか，そ
れぞれの状況に応じて適切に判断することが
必要になる。加えて，スーパーバイジーに対
して管理的に関わる場合，あるいは教育的に
関わる場合，いずれであっても，それがスー
パービジョンの目的に向けてスーパーバイジ
ーやクライエントの状況に応じて実施される
ものであれば，それはスーパービジョンとし
て位置づけられるものといえる。このような
管理的な関わりもスーパービジョンに含まれ
ることは先行研究からも明らかである。

　このような管理的な関わりに重点を置いた
スーパービジョンは，福山（2005：196）が
述べる「方法としてのスーパービジョン」に
近い実践といえるだろう。一方で，教育的に
関わるスーパービジョンは「過程としてのス
ーパービジョン（福山2005：197）」としての
実践といえる。福山（2005：197）が指摘す
る通り，「過程としてのスーパービジョン」，
つまり教育的な関わりに重点を置いたスーパ
ービジョンが現場のソーシャルワーカーに広
く使われてきた状況を踏まえると，改めてク
ライエントに対する支援の質の向上に向けた
教育的な関わりと管理的な関わりのいずれも
がスーパービジョンであることを明示するこ
とには一定の意義があると考える。
　上記ではスーパービジョンの目的と機能が
どのように関連するのかを検討してきたが，
支持的機能の関与がほとんど見られなかっ
た。これは支持的機能がスーパービジョンの
目的達成を直接的に促進するのではなく，間
接的に関与しているという理由が考察され
る。カデューシンら（2014＝2016：343）は，
「支持的スーパービジョンとは，スーパーバ
イジーが業務のストレスに対応する手助けを
するものであり，最高の業務遂行のための態
度や感情を育てることである」と述べている。
ここからも，支持的機能はスーパービジョン
の目的であるスーパーバイジーの養成・育成
とクライエントへの質の高い支援の提供の達
成に向けて，スーパーバイジーが継続的に職
務に就けるようそのストレスを低減し，また
必要な態度を形成することを目的としている
ことが分かる。いわばスーパービジョンの目
的を達成するために必要な土台を形成するこ
とに強く関連していると考えられよう。村田
（2010：序4-5）も「支持的スーパービジョ
ンを全てのスーパービジョンの土台と位置づ
け」ることを提起しているが，支持的スーパ
ービジョンによってスーパーバイザーとスー
パーバイジーの信頼関係を形成するためであ
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るとしている点において，本論の考察とは異
なるものである。上で述べた支持的機能が形
成する土台とは，スーパーバイジー自身の職
務を継続できる力や最高の業務遂行のための
態度や感情のことを指している。
　上記の整理から，スーパービジョンの目的
と機能は密接に関係していることが改めて確
認できた。また，目的の達成に向けた3つの
機能間においても重複や関連が見られること
が確認できた。そこでスーパービジョンの3
機能の関係性についてさらに検討し，整理を
行っていくこととする。

3．スーパービジョンの3機能の関係性

（1） 先行研究におけるスーパービジョンの
3機能の関係性の整理

　カデューシンら（2014＝2016：15，269）は，
Encyclopedia�of�Social�Work がスーパービジ
ョンの定義について，管理，教育，支持の相
互補完的特徴に取り組むものとして規定して
いることを取り上げ，「スーパービジョンに
おける管理的，教育的，支持的機能には互い
に重複するところがある」こと，また「管理
的，教育的，支持的スーパービジョンは明確
に区別できるものではなく，相互に関係しあ
っていることに留意することが必要である」
ことを述べている。
　また植田（2007）は，スーパービジョンの
3つの機能は別々に存在するのではなく，密
接に関連し，重複しており，またそのことに
よってより効果的なスーパービジョンが行わ
れることを述べている。ただし，その関連や
重複部分の大きさや比重の置き方について
は，スーパーバイザーの立場やスーパーバイ
ジーとの関係，施設や機関の特徴によって変
化すると述べるにとどまり，機能間の関連性
について具体的な整理は行われていない。
　江口（2015：20-24）は，3つの機能を持っ
たスーパービジョンは，単独の機能として発

揮される場合や，3つの機能が全て一度に発
揮される場合もあるをと述べ，3つの機能の
関係を図化している（図2）。

図2　スーパービジョンのしくみ

スーパーバイザー 

管 理 

教 育 支 持 

出典：吉弘，横井編（2015）P.21図2-1

　これと同様に，植田（2015：162）もスー
パービジョンの機能について，3つが別々に
存在するのではなく，ほとんどの場合，重な
り合い，同時に機能しているとして，その関
係性を図で示している（図3）。

図3　3つの機能の関連

支持的機能

管理的機能 教育的機能 

出典：植田（2015）P.162

　図2と図3を確認すると，それぞれ3つの機
能が重複する範囲に違いこそあれ，基本的に
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は同じ関係性を示していることが分かる。た
だし，いずれにおいてもどのような点で重複
するのか，機能間の関連性について具体的に
は示されておらず，また本文でもその点に関
する説明は見られない。
　他方で，福山ら（2015）は介護老人保健施
設に勤務する職員を対象にアンケート調査を
行い，スーパーバイジーから見たスーパービ
ジョンの3機能について因子分析を実施した。
その結果，支持的，管理的，教育的の3因子
を抽出したものの，教育的因子には管理的機
能との混合がみられ，支持的因子においても
管理的機能との混合がみられたことを踏まえ
て，実践現場における3類型の限界を指摘し
ている。そこから，今後はスーパービジョン
機能の配分率を意識してスーパービジョンを
実施しているかを検討することが重要である
と述べた。
　これに関連して小原（2018b）は，多様化
する機能をスーパービジョンにおいて効果
的に用いるためには，3機能の中での主機能
を選定することが必要であることを述べて
いる。加えて，その場合にはスーパーバイ
ジー注4）がアセスメントを行い，確認作業の
中で，管理・教育・支持的機能のうち主機能
をどれにするのか，3機能の割合（配分）を
考えることが重要であることを指摘している。
　3機能の割合について，対馬（1994）はス
ーパーバイジー側のレベルに応じて実施され
るスーパービジョンの8つのステップを示し，
各ステップにおけるスーパーバイジーのニー
ズと，それに対応する際の3機能の優先順位
をそれぞれ提示している。ここから，スーパ
ーバイザーとスーパーバイジーの関係性，ス
ーパービジョンの段階によっても発揮すべき
機能が変動することが読み取れる。
　さらに山田（2018）は，スーパービジョン
が実施される場所（機関内・外）とスーパー
バイザーとスーパーバイジーの職種（同職種
間・他職種間）という2軸からスーパービジ

ョンの8つのタイプを示し，タイプによって
果たせる機能が異なることを論じている。
　以上整理してきたように，スーパービジョ
ンの3機能については，それらの関係性やス
ーパービジョン実施時の配分率，優先順位な
ど様々な観点から検討が重ねられてきた。し
かしながら，各機能が具体的にどのような点
において重複するのかに関して包括的な整理
を提示している研究は，筆者が検索した限り
見受けられなかった。そこで，3つの機能が
それぞれどのような点で重複するのか，先行
研究における具体的な記述を踏まえてに整理
を行っていくこととする。

（2）管理的機能と教育的機能の関係性
　上記の通り，管理的機能と教育的機能との
関係性についてはスーパーバイジーによる支
援の質の向上・保障という目的において重
複する。ただし，カデューシンら（2014＝
2016：157-158）は，管理的スーパービジョ
ンと教育的スーパービジョンは，クライエン
トにできうる最良のサービス提供を目指すこ
とから，究極的には同一の目標を持つとしつ
つも，管理的スーパービジョンはこの目標に
向けて運営管理の枠組みと資源を提供し，教
育的スーパービジョンではスーパーバイジー
に訓練と指導を提供すると述べている。
　本研究では，ワナコット（2016＝2020）に
よる定義を基に，有能で責任を持ったパフォ
ーマンスを担保することを管理的機能の目
的とした。図1で整理したように，スーパー
バイジーが実施できる支援が，“組織として
提供すべき一定水準の支援”よりも低い水準
にある場合，スーパーバイザーは運営管理の
枠組みと資源の提供だけでなく，具体的な指
示・指導まで行う必要があると考えられよ
う。これはカデューシンら（2014＝2016）に
よる管理的スーパービジョンとは異なる定義
になるが，これまで筆者が関わったスーパー
バイザーの立場にあるソーシャルワーカーの
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多くは，管理者の職責に基づく「管理者責任」
を果たすための取り組みを管理的機能として
認識していた。また管理者の立場にないソー
シャルワーカーであっても，同じ組織の専門
職としてクライエントに対する支援の質保障
に共同責任を感じており，やはりスーパーバ
イジーに指導・指示することを通して如何に
一定水準以上の支援を提供するのかというこ
とに大きな関心を寄せている者も少なくない
というのが率直な印象である。そのため日本
におけるスーパービジョンでは，管理的機能
に“組織として提供すべき一定水準以上の支
援”を実現するためのスーパーバイジーに対
する指導・指示を位置づける方が現実に即し
ていると考えられる注5）。
　それでは，このように定義した上で，管理
的機能と教育的機能がどのような点で重複す
るのか検討していきたい。これに関して，ス
ーパーバイザーが説明的教育と弁証法的・仮
説的教育注6）を組み合わせて教育的スーパー
ビジョンを実施している点が1つのポイント
になると考えられる（カデューシンら2014＝
2016：179）。説明的教育はスーパーバイザー
が一方的に教えるものであり，弁証法的・仮
説的教育ではスーパーバイジーが自分で考
え，答えを見つけるのを助ける質問とコメン
トを行う。そしてもう1つの着目すべきポイ
ントはスーパーバイジーの自律と主導権の尊
重，独立性の確保である。スーパーバイザ
ーは，スーパーバイジーにできる限りの独立
性を与え，クライエントへ損害を与えること
なく，スーパーバイジーがスーパービジョン
を有意義に利用できるようにしなければなら
ないとされる（カデューシンら2014＝2016：
219）。教育的スーパービジョンにおいて，ス
ーパーバイザーはスーパーバイジーが利用で
きるものを受け入れ，適切だと思えないもの
を却下したり，放棄したりする自由を認める
必要がある（カデューシンら2014＝2016：
235）。

　さて，このスーパーバイジーの自律と主導
権は，あくまでもクライエントへ損害を与え
ることのない範囲で尊重されることになる
が，これは視点を変えればクライエントに損
害を与えることが懸念される場合にはスーパ
ーバイジーの自律と主導権は制限されること
を意味している。このような場合，スーパー
バイジーはスーパーバイザーの管理のもと，
その指導と指示に基づいて行動することが求
められる。つまり，説明的教育はスーパーバ
イジーに自律と主導権が尊重されている状況
において教育的スーパービジョン（教育的機
能の遂行）として実施されることになり，ス
ーパーバイジーの自律と主導権が制限されて
いる状況では管理的スーパービジョン（管理
的機能の遂行）として実施されることになる
（具体的な支援方法の指示・指導という意味
において）。なおスーパーバイジーの自律と
主導権の尊重と制限の境界は，クライエント
への損害の防止であったり，“組織として提
供すべき一定水準の支援”の保障であった
り，組織・スーパーバイザー・スーパーバイ
ジー・クライエントといった様々な要因によ
って変動することが考えられるため，管理的
機能と教育的機能の境は多様に変化すること
が推察される。これに対して弁証法的・仮説
的教育は，その性質上スーパーバイジーの自
律と主導権の状況に関わらず，基本的に教育
的機能のために実施されると考えられる。た
だし，スーパーバイジーの自律と主導権が制
限されるような状況においては，その実施自
体が制限されることが考察できよう注7）。
　他方で，カデューシンら（2014＝2016：
159）は，機関内のスタッフが同意しており，
彼らの行動と態度の指針となっている準拠
枠，視点，目標を，新任職員が受け入れられ
るようにすることをスーパービジョンの教育
的課題の1つとして取り上げている。ただし，
この点に関して，スーパーバイジーが機関の
方針と手続きに従うように外的圧力を加える
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のは管理的スーパービジョンであり，それら
を内面化させるように促すのを教育的スーパ
ービジョンとしている。ここから，スーパー
バイジーが組織の一員として，その方針と手
続きに基づき行動できるように関与する場合
も，スーパーバイジーの状況によって管理的
スーパービジョン（管理的機能の発揮）と教
育的スーパービジョン（教育的機能の発揮）
が転換することが分かる。
　以上から，管理的機能と教育的機能はスー
パーバイジーに対する説明的教育と所属組織
へのコミットメントを促す関わりという2つ
の場面で強く関係していると考えられた。

（3）教育的機能と支持的機能の関係性
　続いて教育的機能と支持的機能の関係性に
について検討していく。
　まず着目すべきは，教育的スーパービジョ
ン自体がスーパーバイザーのストレス源にな
っていることである（カデューシンら2014＝
2016：279-281）。その背景には，スーパーバ
イジーにとって自らが正しいと思う考えが弁
証法的・仮説的教育において詳細な検討と疑
問の対象にされること，業務の遂行方法を知
らないという不安，無知を告白して助けを求
めることへの不安などが挙げられる。これら
の不安を和らげるためには，まずスーパービ
ジョンにおいて受容的で心理的に安全な雰囲
気，安心できる環境を作り出すことが必要で
ある（Shulman�2010）。またスーパーバイジ
ーがすでに知っていることやできることを認
め，それを活用できるようにすることが有効
とされている（カデューシンら2014＝2016：
221）。
　ただし，スーパーバイジーが必要とする情
報を提供すること（説明的教育といえる。も
しくは管理的スーパービジョンともいえよ
う。）が，感情的サポートなどの支持的スー
パービジョン以上にストレス緩和に有効な場
合があることも報告されており（カデューシ

ンら2014＝2016：304），教育的スーパービジ
ョンの全てがスーパーバイジーにとって心理
的な負担になるわけではないことが分かる。
　さらに教育的スーパービジョンによって得
られる知識，スキル，問題解決は，スーパー
バイジーに自信と職務遂行をする上での保証
をもたらすこと，つまり支持的スーパービジ
ョンにもつながることも明記されている。
　この2つの機能の関連性を検討する上での
もう1つのポイントは，支持的機能において
スーパーバイジーの業務への満足度を向上さ
せることが主な目標に位置づけられる点であ
る（カデューシンら2014＝2016：15-16）。教
育的機能ではスーパーバイジーのスキル向上
を目的としているが，その結果スーパーバイ
ジーのコンピテンスが増し，さらに業務への
満足度が高まることが報告されている。ここ
から，教育的機能による効果は，間接的に支
持的機能を発揮することにつながるものであ
ることが考えられる。ただし，そのためには
教育的機能を通してスーパーバイジー自身が
スキル向上を体感できることが重要である。
そのためスーパーバイザーは，スーパーバイ
ジーがやりがいを感じられるように教育的ス
ーパービジョンの過程において職業上の成功
を褒め，またポジティブフィードバックを用
いることが必要となる。
　これらを整理すると，教育的スーパービジ
ョンの実施自体が支持的機能の視点からする
と短期的にはネガティブな効果をもたらすも
のの，長期的には支持的機能につながる関係
にあることが分かる。教育的機能の発揮によ
って短期的に生じるネガティブな影響につい
ては，スーパーバイザーの関わり方によって
意図的に低減させることが可能であり，また
説明的教育による情報提供は感情的サポート
以上の支持的機能の発揮へとつながる場合が
あると考えられた。加えて，教育的機能を長
期的には支持的機能へとつなげるために，ス
ーパーバイザーはスーパーバイジーを褒め，

スーパービジョンの目的と3機能の関係性に関する仮説モデルの検討
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またポジティブなフィードバックをしていく
ことが必要であることも確認した。

（4）管理的機能と支持的機能の関係性
　最後に，管理的機能と支持的機能の関係性
について検討する。
　ここでも，先の教育的機能と支持的機能と
の関係性と同様に，管理的スーパービジョン
がスーパーバイジーにとってのストレス源に
なっている点に着目したい（カデューシン
ら2014＝2016：278-279）。管理的機能に基づ
き，スーパーバイジーに組織としての方針や
手続き等に対するコンプライアンスを求める
こと，またより少ない資源で多くの成果を出
すことを要求することは，スーパーバイジー
に緊張をもたらし，バーンアウトにつながる
ことが報告されている。他方で，業務特有の
指示を出す，明確な情報を提供する等，業務
上の不確実性を低減するための管理的機能の
発揮は，支持的な効果をもたらすことも指摘
されてきた。
　またスーパーバイジーが所属する組織自体
がストレス源であることも明らかになってい
る（カデューシンら2014＝2016：294-296）。
組織が，雇用するスタッフやクライエントへ
の支援に用いる資源，またスタッフの創出す
る成果や組織へのコンプライアンスに対して
管理的になるほど，スーパーバイジーは多く
のストレスを抱え，バーンアウトに結びつく
ことが懸念される。つまり，上記のように管
理的スーパービジョンがスーパーバイジーに
とってストレスになる場合と支持的な効果を
もたらす場合があることに関して，組織がど
のような管理体制・方針にあるのか，組織と
スタッフ（スーパーバイジー）とを結ぶ中間
管理職にあるスーパーバイザーがどのように
管理的機能を発揮するのかによって変動する
と考えられるのではないか。
　スーパーバイザーはスーパーバイジーが組
織の方針と手続きに則って職務を行えるよう

に管理する責任がありつつも，ストレスから
バーンアウト状態へとつながってしまうこと
を防ぐことにもまた責任を有している。両方
の責任を果たすために，組織の方針に基づい
てスーパーバイジーが職務を果たせるように
管理することと，スーパーバイジーができる
限りストレスや負担を抱えずに職務を継続で
きるよう職場環境を管理すること，これらを
バランスよく遂行していくことが重要になっ
てくるといえるだろう。�
　具体的には，まずスーパーバイジーに組織
へのコンプライアンスと業務の成果を求める
ことによって組織の方針に基づいた管理的責
任を果たす。そしてもう一方ではスーパーバ
イジーに過重な負担が生じないよう，業務量
を調整し，計画を立て業務を明確化し，運営
管理側や他の部署，地域機関などからスーパ
ーバイジーを擁護（昇給など適正な給与の保
障に向けた交渉なども含む）し，またスーパ
ーバイジーが担当しているクライエントか
らのクレームに対応することが求められる
（カデューシンら2014＝2016：48-85，320-
344）。このように整理すると，スーパービジ
ョンにおいて管理的機能を遂行するための全
ての行動が，支持的機能に対してポジティブ
あるいはネガティブに関与していることが考
えられた。

4．結論

　本研究では，スーパービジョンの目的と機
能に焦点を当て，現場のソーシャルワーカー
がスーパービジョンに対してより実質的に理
解できるよう，それらの関係性について検討
を行ってきた。
　まずスーパービジョンの目的については，
①スーパーバイジーの養成・育成と②クライ
エントへの質の高い支援の提供の2つが含ま
れることを確認した上で，それらと管理的機
能・教育的機能・支持的機能との関係性を整
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理した。そして管理的機能によって“組織と
して提供すべき一定水準の支援”の質を保障
しつつ，教育的機能を通してスーパーバイジ
ーの成長を支えていき，また支持的機能によ
ってスーパーバイジー自身の職務を継続でき
る力や最高の業務遂行のための態度や感情を
形成することを考察した。
　また機能間の関係性について，管理的機能
と教育的機能はスーパーバイジーに対する説
明的教育と所属組織へのコミットメントを促
す関わりという2つの場面において強く関連
していることを明らかにした。
　そして教育的機能と支持的機能において
は，教育的機能を発揮することが短期的には
支持的機能にネガティブに影響し，長期的に
はポジティブな影響をもたらす関係性にある
こと，また短期的に生じるネガティブな影響
を抑制し，長期的にはポジティブな結果へと

つながるようなスーパーバイザーの関わりが
重要であることを指摘した。
　加えて管理的機能と支持的機能では，組織
とスーパーバイジーとをつなぐのが管理的機
能であるため，管理的機能そのものが支持的
機能と強く関連していると考察した。スーパ
ーバイザーは一方では組織の目的を果たせる
ようスーパーバイジーを管理しつつ，他方で
はスーパーバイジーのストレスを低減するよ
うなバランスの良い管理的機能の発揮が求め
られる。
　以上の関係を図化したものが図4である。
本研究では文献研究によってスーパービジョ
ンの目的と機能の関係性を整理し，仮説モデ
ルとなる概念図を構築した。今後の課題とし
ては，さらに帰納法的，演繹法的な研究方法
も用いながら仮説モデルについてさらに精査
していくことが挙げられる。現場のソーシャ

支持的機能 

教育的機能 管理的機能 

職務継続・最高の業務遂行の 
ための態度・感情 

スーパーバイジーの 
養成・育成 

クライエントへの 
質の高い支援 

  

 

説明的教育 スーパーバイジーの自律と主導権制限 スーパーバイジーの自律と主導権尊重 

説明的教育 

弁証法・ 
仮説的教育 

・受容的・安心・安全な雰囲気 
・スーパーバイジーの能力を活用 

・職業上の成功を褒める 
・ポジティブフィードバック 

スーパーバイジーが必要とする 
具体的な情報の提供 

スーパー 
バイジーの管理 

・組織へのコンプライアンス 
・組織が求める成果達成 

組織・環境の管理 

・スーパーバイジーの擁護 
（給与・待遇改善含） 
・クレームへの対応 

・業務上の不確実性を低減する 
・業務配分の調整 

所属機関へのコミットメントの促し 外圧的 内在化 

図4　スーパービジョンの目的と機能との関係性に関する仮説モデル

図：筆者作成
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